
議案第３７号資料  市民部防犯交通安全課  

 

１ 事 業 名 

所沢市自転車駐車場条例の一部改正 

 

２ 事業の概要 

所沢駅西口土地区画整理事業区域内において、広域集客型商業施設の開

発事業者が、公共貢献として自転車駐車場を設置することとなっているこ

とから、同区域内に市が設置している所沢駅西口第 1 自転車駐車場を廃止

するとともに、所要の改正を行うものである。 

【改正の主な概要】 

  ⑴ 所沢駅西口第 1 自転車駐車場を廃止する。 

⑵ 休場日の規定を供用時間の規定に改める。 

⑶ 一時利用の利用単位を暦日単位から 24 時間単位に改める。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

他の自治体においても、必要に応じて自転車駐車場の廃止や統合を行っ

ている。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

なし 

 

６ 事業費及びその財源等 

なし  

 

７ その他 

添付資料 

 ・新旧対照表 
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新 旧 
 

議案第３７号 所沢市自転車駐車場条例の一部を改正する条例 

 

（供用時間） （休場日） 

第５条 自転車駐車場の供用時間は、午前０時から午後１２時までとす

る。 

第５条 自転車駐車場の休場日は、１２月２９日から翌年の１月３日ま

でとする。ただし、定期駐車券で自転車駐車場を利用する者（以下

「定期利用者」という。）は、休場日であつても自転車駐車場を利用

することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、自転車駐車場の管理上必

要があると認めるときは、市長の承認を得て自転車駐車場の全部又は

一部の供用を休止することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、自転車駐車場の管理上必

要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更し、又は臨時

に休場することができる。 

 （管理時間） 

第６条 削除 第６条 自転車駐車場の管理時間は、午前６時３０分から午後８時３０

分までとする。ただし、定期利用者は、管理時間外であつても自転車

駐車場を利用することができる。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるとき

は、市長の承認を得てこれを変更することができる。 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

略 

新所沢駅西口第４

自転車駐車場 

所沢市緑町一丁目２１番１７号 

  

 

西所沢駅第１自転

車駐車場 

所沢市上新井一丁目９番地の１８ 

略 
 

名称 位置 

略 

新所沢駅西口第４

自転車駐車場 

所沢市緑町一丁目２１番１７号 

所沢駅西口第１自

転車駐車場 

所沢市東住吉１９番２０号 

西所沢駅第１自転

車駐車場 

所沢市上新井一丁目９番地の１８ 

略 
 

別表第２（第１４条関係） 別表第２（第１４条関係） 

 自転 

車駐 

自転 

車駐 

利用料金   自転 

車駐 

自転 

車駐 

利用料金  

 一時利用 定期利用   一時利用 定期利用  

-
 
1
2
2
 
-



  

車場 

名 

場内 

区分 

 １箇月 ３箇月 ６箇月 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転車 原 動 機

付 自 転

車 

自転車 原 動 機

付 自 転

車 

自転車 原 動 機

付 自 転

車 

学生一般学生一般学生一般 学生一般学生一般 学生一般

略     

新所沢

駅西口

第４自

転車駐

車場 

― 110 160 1,260 1,580 1,680 2,100 3,150 3,990 4,200 5,350 5,980 7,550 7,97010,060

 

 

   

 

 

 

  

西所沢

駅第１

自転車

駐車場 

― 110 160 1,680 2,100 2,100 2,620 4,200 5,350 5,240 6,600 7,970 10,06010,06012,580

略    
 

車場 

名 

場内 

区分 

(1日1回) １箇月 ３箇月 ６箇月 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転車 原 動 機

付 自 転

車 

自転車 原 動 機

付 自 転

車 

自転車 原 動 機

付 自 転

車 

学生 一般学生 一般学生一般学生一般学生一般学生一般

略   

新所沢

駅西口

第４自

転車駐

車場 

― 110 160 1,260 1,580 1,680 2,100 3,150 3,990 4,200 5,350 5,980 7,550 7,97010,060 

所沢駅

西口第

１自転

車駐車

場 

― 110 160 1,260 1,580 1,680 2,100 3,150 3,990 4,200 5,350 5,980 7,550 7,97010,060 

西所沢

駅第１

自転車

駐車場

― 110 160 1,680 2,100 2,100 2,620 4,200 5,350 5,240 6,600 7,97010,060 10,06012,580 

略   
 

備考 一時利用を行う場合における利用料金は、自転車にあつては 

２４時間ごとに１１０円、原動機付自転車にあつては２４時間ご 

とに１６０円とする。 

備考 利用許可の期間を超過した場合における超過した期間の利用

料金は、自転車にあつては１日につき１１０円、原動機付自転車

にあつては１日につき１６０円とする。 

  

  

  

  

  
 

-
 
1
2
3
 
-




